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情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

電気通信番号委員会（第２回） 議事録 

 

日 時  平成２２年４月１５日（木）１０：００～１１：００  

場 所  中央合同庁舎第２号館 １０階 共用会議室１  

参加者  電気通信番号委員会  酒井主査、相田委員、池田委員、一井委員、 

河村委員、三友委員 

  総 務 省    福岡電気通信事業部長、 

田原電気通信技術システム課長、山田番号企画室長、 

川村電気通信技術システム課企画官、 

大角電気通信技術システム課課長補佐、 

宍倉番号企画室課長補佐 

 

【議事要旨】 

１．「事業用電気通信設備規則及び電気通信番号規則の一部を改正する省令案

等」に寄せられた意見及びそれに対する考え方（案）について  

○ 事業用電気通信設備規則及び電気通信番号規則の一部を改正する省令案等

について意見募集を行った結果の報告と、寄せられた意見に対する電気通信

番号委員会の考え方（案）について、資料を基に議論が行われ、案のとおり

承認された。 

○ 電気通信事業部会への報告書に、緊急通報の提供に関し、総務省において

講じるべき措置を要望として盛り込むこととなった。 

○ 平成２２年４月２７日に開催予定である電気通信事業部会において、酒井

主査より本委員会の検討結果を報告することとなった。 

２．その他  

○ 電気通信番号に関する動向について、資料に基づき説明がなされた。 
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【主な発言等】 

 

１．「事業用電気通信設備規則及び電気通信番号規則の一部を改正する省令案

等」に寄せられた意見及びそれに対する考え方（案）について  

 

酒井主査 ２月２２日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問された「事業用

電気通信設備規則及び電気通信番号規則の一部を改正する省令案等」につい

て、事務局から説明されたい。 

 

（川村電気通信技術システム課企画官から、資料１、参考１及び参考２に基づ

き、制度改正の概要、意見募集の結果及び寄せられた意見に対する考え方（案）

を説明。） 

 

＜質疑応答については以下のとおり。＞ 

池田委員 本改正は指定要件に「緊急通報が利用可能であること」を追加する

とのことだが、すでに指定されている電気通信番号については、経過措置で

対応するのか、どのように取り扱うのか。今後新たに指定を行う場合のみに

課される要件となるのか。 

川村電気通信技術システム課企画官 すでに指定している電気通信番号につい

ては、経過措置として３ケ月を設け、その間に緊急通報が利用可能であるこ

とを確認できる書類を提出してもらう。 

池田委員 緊急通報の場合は経過措置期間が３ケ月であり、災害時優先通信の

取り扱いの対応では２年の猶予期間となっている。期間が異なるのは対応の

難しさによるのか。 

川村電気通信技術システム課企画官 災害時優先通信を新たに行う場合には、

設備改修にコストがかかることや、システム開発等を行うのにある程度の期

間を要するため、２年の猶予期間を置いている。 

酒井主査 緊急通報がかからないということを事前（契約前）に利用者に対し

周知しているのか。 

川村電気通信技術システム課企画官 電気通信事業法第２６条により、緊急通

報がかからない等の制限がある場合については、利用者に対し説明を行うこ

ととなっている。 

相田主査代理 一義的には電気通信事業者（以下、「事業者」という。）が利

用者に説明するのだろうが、事業者団体や国がまとめて国民に周知すること

も考えられるのではないか。 



  3  

大角電気通信技術システム課課長補佐 一義的には事業者の責任において周知

を行うことが前提となる。事業者の取組みに期待するところと考えている。 

相田主査代理 ただし書き「総務大臣が特に認める場合」を適用している事業

者及び区域について、情報開示請求があれば対応するということか。 

川村電気通信技術システム課企画官 情報公開法に基づき、開示することにな

る。 

酒井主査 一部の輸入携帯端末で１１０番による通話ができないといったこと

があった。緊急通報がかからないことを事業者が把握していない可能性もあ

るのか。 

田原電気通信技術システム課長 端末側と回線側の話の両方に分かれる。電気

通信回線設備については事業者が把握した上で責任を持って行っているが、

端末については、当初事業者が把握していないこともある。実際にそういっ

た事例もあった。稀にしか緊急通報をかけないため、当初は分からない、発

覚しないというケースもある。 

河村委員 イーモバイルのケースがただし書きに該当するのだろう。事業者と

しては努力しているが、自治体等の機関の対応が難しく接続が困難とのこと

だが、努力していればいいというものではない。明確な期間もなく、話し合

いがつかなければ、いつまでも接続ができず緊急通報がつながらないままで

もよいかのようにも読める。事業者の力だけでは困難だとの意見を述べてお

り、そのような状況において、いつまでも接続ができず緊急通報がつながら

ないままでもよいのか。考え方（案）には、「必要な期間に限り」とされて

いるが、必要な期間とはどのくらいなのか曖昧な印象を受ける。 

川村電気通信技術システム課企画官 審査を行う際には、今後の対応に関する

工程、計画を提出してもらうことを考えている。消防については、受け手側

の設備は消防側で設置するものであり、各自治体（市町村）の予算で行われ

ているため、自治体によっては困難な状況もある。必要に応じて消防庁に設

備の設置を要請しているが、消防は各自治体が決定権を持つものであり、自

治体が行わなければ難しい状況である。総務省としてできる限りの対応をさ

せていただきたいと考えているが、そのような状況にある点、ご理解いただ

きたい。 

河村委員 状況は理解しているが、消費者の立場としては、緊急通報がつなが

らないという事実しか見えない。自治体が対応困難な状況にあるのならば、

緊急通報を提供できない間は、事業者は携帯電話の音声サービスを提供して

はならないという考え方もあるのではないか。緊急の場合に安全性が確保さ

れない状態を作ってよいとは思えない。困難な状況で解決の道筋が見えない

中、ただ努力だけでよいのかという思いがある。 

池田委員 緊急通報がつながらないサービスであることを明示すると、他事業

者より劣ったサービスとみなされてしまうため、事業者としては自己負担で

も接続されるようにするのではないかと思うが、他事業者の取組みはどうな
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っているのか。事業者負担で自治体に設備を設置してもらうような対応を行

っているのか。 

川村電気通信技術システム課企画官 先行事業者に関しては、利用者数の問題

もあるが、基本的には消防側で対応してきているかと思う。先行事業者につ

いては基本的に接続ができているが、イーモバイルに関しては、約１００の

消防本部との接続が達成されていない状況である。ご指摘を踏まえ、今後の

対応計画等は厳格に審査していきたい。 

酒井主査 相互接続によって、たとえばＮＴＴドコモやソフトバンクを経由し

て緊急通報を提供することも考えられなくはないが、そのために新たな設備

改修コストがかかり、それをやはりイーモバイルに負担してもらうというこ

とになる。それならば各自治体と直接接続したほうがコスト負担が安く済む

のか、場合によって異なる。緊急通報は人命に関わることでもあり、しっか

りと考えることが必要。 

一井委員 住民が事実を正確に把握できることが必要であろう。そのためには、

情報をとりまとめ、国民が理解できるような形にすることが必要ではないか。

そうしなければ自治の話につながらないのではないか。 

三友委員 これまで提供されてきたサービスが急につながらなくなったという

ような話ではなく、今回は義務化を行うものであるが、今までどのように行

われてきたのかを見る必要があるだろう。また、自治体側の問題かもしれな

いが、今回の義務化に際し、設備改修が必要であれば、補助金を出すことや

融資をするような制度を一緒に行うようなことは考えられないか。 

川村電気通信技術システム課企画官 たとえば総務省で緊急通報の接続状況が

どのようになっているのかを取りまとめ、何らかの方法で公表は可能である

と考えられるが、検討させていただきたい。 

相田主査代理 緊急通報がつながらない場合、どのようなトーキ、メッセージ

が流れるのか。携帯電話の難しいところは、普段利用している場所とは異な

る場所に来た時に緊急通報がつながらないということが考えられる。普段利

用している場所であれば、緊急通報の接続状況が分かるだろうが、普段と違

う場所にいて、緊急通報をかけなければならないという時に、つながらない

場所であるということをいくら周知してもなかなか難しいかと思う。一番は

他事業者を中継するなどして緊急通報がつながるようにすることかと思うが、

つながらない場合には、電話をかけた時点で的確に把握ができ、対処ができ

るようにするということも合わせてやらなければならないと思う。適切なガ

イダンスメッセージを流すようにするなど、検討していただきたい。 

川村電気通信技術システム課企画官 ご指摘いただいた点についても、審査に

あたって、求めていくような形にしたいと考えている。 

三友委員 イーモバイルから意見が出てきているが、他事業者については問題

ないのか。状況を把握されているのか。 
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川村電気通信技術システム課企画官 他事業者については、全て接続されてい

る。 

池田委員 先行事業者は全て対応済みで、新規参入者にとって不利な状況とな

っていれば問題かと思うが、なぜ対応できていないのか、その理由はなにか。 

川村電気通信技術システム課企画官 主に受け手側である自治体の予算の制約

により、実現されていない箇所がある。 

田原電気通信技術システム課長 イーモバイルはデータ通信が主であり、東京

近郊等では多くのユーザがいるが、地方では提供エリアとして主要ポイント

はカバーしていても、そこでの音声ユーザとなると、場所によっては数が非

常に少なくなる。事業者としては積極的に働きかけているが、自治体として

は、ユーザがいない中で、緊急通報を実現するために予算を割くプライオリ

ティが低くなっているようである。本来、いつまでに全てを接続するという

計画がきちんとあればよいが、なかなか難しい状況があり、対応が進まない

現状がある。もちろん接続に向けて努力はしてもらい、計画もしっかりと審

査しなければならない。また消費者保護のために総務省でできるものは検討

したい。 

河村委員 今後、携帯事業の新規参入があるたびに、イーモバイルの例になら

って、ただし書きの適用で番号の指定が行われると、受け入れる自治体側の

対応も増え、余計に予算もかかるのではないか。今回の義務化の流れと矛盾

したものになるのではないかと思う。ユーザがいないから仕方がないという

ことであれば、義務化とは違ったものになるのではないか。事業者が契約す

る前に緊急通報がつながらないことがあるということをかなりしつこく利用

者に説明することが必要かと思う。参入のしやすさや競争環境といった観点

もあるかとも思うが、緊急通報の３分の２が携帯電話からの発信であること

を考えると、電話というものが緊急時の大事な通信手段であることから、事

業者の気の毒な事情を慮ってばかりでいいのかと思う。「しなければならな

い」とすれば、なんとかできるようにするのではないかとも思う。全体とし

て曖昧な措置であることが気になる。 

池田委員 考え方（案）では「契約時に説明する義務」とあるが、「契約時」

には「契約した後」も解釈によっては含まれるかもしれないので、「契約締

結前に」、また説明についても「口頭で説明」というようにより具体的な記

述にした方がよいのではないか。 

川村電気通信技術システム課企画官 法文上では、契約締結前と規定している。

説明については、規定上に書面とは明確に出てきていない。 

酒井主査 すでにサービス提供を行っているイーモバイルについて、今回の義

務化を満足しないからダメだという判断はできないかと思う。義務化になっ

た場合に、ただし書きに該当したものについては、総務省から公示するのが

よいのではないか。 

相田主査代理 自治体側の負担も少なく、緊急通報が実現されるような方法が
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ないのかをまず検討していただきたい。実際にはほとんどトラヒックがない

中で、そのために設備を設置するのも経済的ではない。何らかの形で緊急通

報がつながるような方法を検討していただきたい。 

川村電気通信技術システム課企画官 技術的な可能性も含め検討させていただ

きたい。 

酒井主査 考え方については、「契約時に説明」を「契約締結前」等具体的に

書くこととし、総務省において、①緊急通報がつながらない事業者や地域に

ついての公表、また②利用者への周知方法、③緊急通報の実現に向けた技術

的な方法等を検討いただくことについては、考え方の中ではなく、別に記述

すべきか。 

相田主査代理 電気通信事業部会への報告書に記載するのが適当かと思う。 

河村委員 ただし書きで認めることによって、他事業者に比べ、イーモバイル

が有利になるのではないか。緊急通報に関しては、情報提供や公示というこ

とはほとんど意味をなさず、現実的には代替手段として、他の番号を通知す

るなどして、目的を達することができる方法が重要である。 

三友委員 過去には緊急通報がつながらなかった携帯電話事業者があったかと

思うが、それら事業者の整備はどこの負担で行っていたのか。 

川村電気通信技術システム課企画官 責任分界点を境に回線側は事業者の負担

で行い、受け手側は自治体の負担で行っていた。 

三友委員 緊急通報をユニバーサルサービスの枠組みの中でとらえることはで

きないか。義務化するのであれば、そういった枠組みでとらえることも検討

するべきではないかと思う。 

相田主査代理 イーモバイルの場合、音声通話を始める前でも携帯電話の番号

を利用していたのか。データ通信のみの時は電気通信番号を使用していなか

ったのか。 

宍倉番号企画室課長補佐 音声通話を行っておらず、データ通信のみの場合で

も電気通信番号を使用している。 

相田主査代理 今後新しい事業者が音声役務は提供せず、データ通信のみの場

合はどうするのか。自動販売機に携帯端末を設置して、商品の在庫状況を管

理センターに自動的に発信するような、いわゆるMtoMが増えてきている中で、

そういったものに緊急通報が要求されるのかということに関係する。音声役

務を提供しない事業者については、ただし書きで対処することになるのか。 

山田番号企画室長 データ通信のみの場合は、ただし書きで認めるということ

になるものと考えている。 

河村委員 携帯電話しか持たない人が増え、携帯電話からの緊急通報が増えて

いくという中で、携帯電話の基本機能として緊急通報が必ず求められるよう

にならなければ、新規参入があった際に、対応が遅れ、混乱が増すばかりで
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ある。今後は何らかの方法で携帯電話には緊急通報が必須となっていくよう

にする必要がある。 

酒井主査 それでは、電気通信事業部会への報告書に、緊急通報の提供状況に

ついて利用者へ説明を行う方法等、本改正に合わせ、総務省において検討し

てもらいたい項目を記載することとし、記載内容については委員に諮り、調

整の上、報告することとしたい。 

各委員 了。 

 

 

２．その他  

 

（山田番号企画室長から、資料２に基づき、電気通信番号に関する動向につい

て説明。） 

 

三友委員 全国を５８４の番号区画に区分と記載されているが、これはＭＡが

現行５８４になったと理解してよろしいか。 

山田番号企画室長 番号区画とＭＡとは一致しているわけではない。 

宍倉番号企画室課長補佐 一つのＭＡの中に複数の番号区画がある場合がある。 

相田主査代理 市外局番統一の事例として記載されている図の南九州市は、同

じ行政区域内で番号区画が分かれている。当該自治体からは番号統一の要望

は出ていないのか。 

山田番号企画室長 正式な要望は出されていない。市外局番の統一に際しては、

ＭＡの規模により基本料金が異なることや、市内局番からのダイヤルでかか

らなくなる地域ができる可能性があるなど、住民にとって必ずしもメリット

ばかりではないため、その点も含めて住民の方に合意いただいたうえで、自

治体として要望がまとまった地域について対応している。 

一井委員 １１５番について、利用者によって、最初からデフォルトでＮＴＴ

電報につなぐような選択肢はなく、常にＰＳコミュニケーションズにつなが

るのか。 

山田番号企画室長 ＩＰネットワーク以外のものは、デフォルトはＰＳコミュ

ニケーションズに接続され、ＮＴＴ電報を希望される利用者については、Ｎ

ＴＴ電報に転送されている。 

一井委員 ＮＴＴ電報へ転送する場合に、転送するまでＰＳコミュニケーショ

ンズで受けていた間の通話料金については、どのような扱いになっているの

か。 

山田番号企画室長 通話料金について、利用者への負担はないようになってい
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る。 

一井委員 実際にどれくらい使われているかは分かるのか。 

宍倉番号企画室課長補佐 ５割ほどをＰＳコミュニケーションズで受注し、４

割ほどを利用者の要望に応じてＮＴＴ電報に転送していると聞いている。 

相田主査代理 ソフトバンクモバイルはどのようになっているのか。 

宍倉番号企画室課長補佐 ソフトバンクモバイルは１１５番での接続を行って

いない。着信課金用０１２０番号等にてＰＳコミュニケーションズを利用す

ることは可能である。 

 

 

酒井主査 本日の会合はこれで終了としたいと思う。今後のスケジュールにつ

いて、事務局から説明をお願いしたい。 

大角電気通信技術システム課課長補佐 今後の予定については、４月２７日

（火）に電気通信事業部会の開催が予定されている。その際、酒井主査より、

本日ご検討頂いた内容を、番号委員会の検討結果としてご報告頂く予定。 

  また、事業部会でご審議頂いた後、特段問題がなく、答申を頂いたら、速

やかに改正省令の公布・施行の準備にかかる予定。 

 

以上 


